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表紙*電子提供措置用*

第 ７ 回  定 時 株 主 総 会

招集ご通知
証券コード：4170

開催日時
2024年３月28日（木曜日）午後１時
アクセス可能時刻：午前12時00分
※前回とは開催時刻が異なります

決議事項 第１号議案　取締役５名選任の件
第２号議案　監査役３名選任の件

　
本招集通知は、パソコン・
スマートフォンでも主要な 
コンテンツをご覧いただ
けます。
https://p.sokai.jp/4170/

株式会社Kaizen Platform
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招集ご通知

証券コード　4170
2024年３月13日

株　主　各　位
東京都港区白金１丁目27番６号
株 式 会 社 K a i z e n 　 P l a t f o r m

代表取締役 須 藤 憲 司

第７回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、今般当社第７回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げま
す。
　本年の定時株主総会は、法令及び当社定款の規定に基づき、場所の定めのない株主総会（イン
ターネット上でのみ開催する『バーチャルオンリー株主総会』）といたします。
　つきましては、本総会には、株主様が実際にご来場いただける会場がございませんので、５頁
の「場所の定めのない株主総会の運営について」をご確認のうえ、オンラインでご出席いただき
ますようお願い申し上げます。
　議決権行使につきましては、当日ご出席されない場合、あるいはご出席される予定でも通信障
害等に備え、書面（郵送）又はインターネットによって行うことができますので、お手数ながら
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返
送いただくか、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において議案
に対する賛否を入力されるか、いずれかの方法により2024年３月27日（水曜日）午後６時まで
に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬　具
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１ 日 時 2024年３月28日（木曜日）午後１時
※総会当日は、午前12時00分頃からログインいただける予定です。
※ただし、通信障害等の影響により本総会を上記日程で開催することができな
かった場合の予備日は、2024年３月29日（金曜日）午前10時といたします。
本総会を予備日に開催する場合は、当社IRサイト
（https://kaizenplatform.com/ir/）において、速やかにその旨をお知らせい
たします。

２ 開 催 方 法 場所の定めのない株主総会といたします。
※詳細は、５頁～９頁のご案内をご確認ください。
※完全オンラインにて開催するため、株主の皆様に実際にご来場いただける会
場はございません。

３ 目 的 事 項
報 告 事 項 第7期（2023年１月１日から2023年12月31日まで）事業報告、計算書類及び

連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報
告の件

決 議 事 項 第１号議案　取締役５名選任の件
第２号議案　監査役３名選任の件

４ 招集にあたっての決定事項
（１）本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法は、インターネットによるもの
とします。
（２）書面（郵送）又はインターネットにより事前に議決権を行使された株主様が本総会に出
席し、重複して議決権を行使された場合は、本総会において行使された内容を有効とさせてい
ただきます。
（３）本総会において議決権を行使されなかった場合は、書面（郵送）又はインターネットに
より事前に行使された内容を有効とさせていただきます。また、書面（郵送）又はインターネ
ットの双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせてい
ただきます。
（４）インターネットにより、複数回議決権を行使された場合には、最後の議決権行使を有効
とさせていただきます。
（５）書面（郵送）による議決権の行使において、議案に賛否の表示のない場合は、賛成の意
思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
【書面（郵送）による議決権の行使の場合】 議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示い
ただき、2024年３月27日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送ください。
【インターネットによる議決権の行使の場合】 当社の指定する議決権行使サイトより2024年
３月27日（水曜日）午後６時までに入力を完了してください。
なお、詳細につきましては５頁の「場所の定めのない株主総会の運営について」及び10頁の
「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

記
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・本総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につ
いて電子提供措置をとっており、インターネット上の当社IRサイトに「第７回　定時株主総会
招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社IRサイトにアクセスのうえ、ご確認く
ださいますようお願い申し上げます。

 　当社IRサイト　https://kaizenplatform.com/ir/

・電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトに
も掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセス
して、銘柄名 （会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情
報」を選択のうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

・下記サイトでもご確認いただけます。
　株主総会資料　掲載サイト　https://d.sokai.jp/4170/teiji/

・電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定
に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際
し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。
① 事業報告：直前３事業年度の財産及び損益の状況、主要な事業内容、主要な営業所、使用

人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状
況、新株予約権等の状況、責任限定契約の内容の概要、社外役員に関する事項、会計監査
人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関す
る基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

② 連結計算書類：連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結注記表
③ 計算書類：株主資本等変動計算書、個別注記表
④ 連結計算書類に係る会計監査報告
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・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社IRサイト及び東証ウェ
ブサイト及び株主総会資料掲載サイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させて
いただきます。

・決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、上記の当社IRサイトに掲載
いたします。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。

・通信障害等により、本総会の議事に著しい支障が生じる場合は、議長が本総会の延期又は続
行を決定することができることとするため、その旨の決議を本総会の冒頭において行うことと
いたします。当該決議に基づき、議長が延期又は続行の決定を行った場合には、
前述の予備日である2024年３月29日（金曜日）午前10時より、本総会の延会又は継続会を開
催いたします。その場合は、速やかに当社IRサイト（https://kaizenplatform.com/ir/）でお
知らせいたしますので、５頁以下の「場所の定めのない株主総会の運営について」に従ってお
手続きのうえ、本総会の延会又は継続会にご出席くださいますようお願い申し上げます。

・本総会の運営に関して変更が生じた場合には、当社IRサイト
（https://kaizenplatform.com/ir/）で変更内容等をお知らせいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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場所の定めのない株主総会の運営について

１．当日のオンライン株主総会への出席について

今回の株主総会は、遠方の方にも平等に権利を行使していただくために、インターネットを通じ
た場所の定めのない株主総会として開催し本総会の様子は以下のサイトで配信いたします。
　株主総会配信サイト：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/
　配信日時：2024年３月28日（木曜日）　午後１時～
　　※ログイン可能時間:午前12時00分頃からログインいただける予定です。
　　※通信障害等の影響により本総会を上記日程で開催することができなかった場合には、当社

IRサイト（https://kaizenplatform.com/ir/）において、あらためて日程等をご案内いた
します。

　ログイン方法：

　　「株主総会オンラインサイト『Engagement Portal』のご案内」をお手元にご準備くださ
い。

（1） 以下のいずれかの方法にてアクセスをしてください。
◎「株主総会オンラインサイト『Engagement Portal』のご案内」に記載されている
　　QRコードを読み込み、アクセスしてください。

※株主様固有のQRコードのため、「ログインID、パスワード」の入力は不要です。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

　　　　◎下記視聴URLをご入力いただき、ログイン画面にアクセスしてください。
　　　　　アクセスされましたら、①「ログインID、パスワード」をご入力いただき、②「利
　　　　　用規約に同意する」にチェックをした後に、③「ログイン」ボタンをクリックしてく
　　　　　ださい。

　　　　《視聴URL》https://engagement-portal.tr.mufg.jp/
　　　　《必要事項》ログインID、パスワード

　　 （2）「当日ライブ視聴」ボタンをクリックしてください。
　　　(3）当日ライブ視聴等に関するご利用規約をご確認のうえ、「利用規約に同意する」に
　　　　　チェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。
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事前行使 株主総会当日 議決権行使の取り扱い

事前行使をした
議決権行使をした 当日の議決権行使が有効

議決権行使をしなかった 事前の議決権行使が有効
※

事前行使をしていない 議決権行使をした 当日の議決権行使が有効
議決権行使をしなかった 不行使

２．当日の議決権行使について
　　（1）当日の議決権行使方法
　　　　　当日ライブ配信ページにログイン後、議長の指示に従って、「議決権行使」タブより

議案の賛否をご表示ください。
（2） 事前の議決権行使と株主総会当日の議決権行使との関係

株主様は本サイトにログインし、かつ議決権を行使いただくことにより、法的に本
総会に出席されたものといたします。そのため、以下のようにお取り扱いいたしま
す。

※事前の議決権行使を複数回された場合においては、２頁記載の「４　招集にあた
っての決定事項」（2）～（4）をご確認ください。

３．当日のご質問について
 　 当日ライブ視聴画面内より、テキストメッセージを送信いただく形でご質問等を受け付けま

す。

方法：
  ログイン後、議長の指示に従って、ライブ配信閲覧画面の質問欄等より、本総会の目的事項に  
関するご質問等についてご入力ください。なお、ご質問等はお一人様につき、２問まで、文字数
は400文字までとさせていただきます。

※ご質問につきましては、本総会の目的事項に関する質問であって、他の質問と重複しないもの
を中心に取り上げることといたします。なお、ご質問のすべてに回答できない場合がございます
ので、予めご了承ください。
※同様の質問等の繰り返しや、膨大な文字量のテキストデータの送信、本総会の目的事項と無関
係な内容や、プライバシー又は名誉を害するものその他不適切な内容を含む質問等の送信など、
株主の皆様との貴重な対話の場である本総会の趣旨に反する場合や、本総会の議事の進行やバー
チャルオンリー株主総会のシステムの安定的な運営に支障が生じると判断した場合には、当該株
主様との通信を強制的に遮断させていただく場合がございます。
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４．事前のご質問等について

本総会の目的事項に関しまして、下記の方法により、事前に本総会の目的事項に関するご質問、
その他ご意見やコメント等をいただくこともできます。株主様のご関心が高い事項につきまして
は、本総会で採り上げたうえで、ご説明をさせていただく予定です。

「１．ログイン方法」に従ってログインしていただき、「事前質問」ボタンよりご質問等の内容
をご入力ください。なお、ご質問等は、お一人様につき、２問まで、文字数は400文字までとさ
せていただきます。

［事前質問受付期間］
本招集通知ご到着時～2024年３月21日（木曜日）午後６時

【インターネットを使った出席における注意事項】
(1)ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、
映像や音声に不具合が生じる場合がございます。通信障害等により株主様が被った不利益に関して
は、当社では一切の責任を負いかねますのでご了承ください。また、通信障害等に備え、事前の議
決権行使をお願い申し上げます。
(2)ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
(3)「株主総会オンラインサイト『Engagement Portal』のご案内」を紛失された場合、以下のお問
い合わせ先にて、再発行が可能です。ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問
い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了
承ください。
(4)本サイトの対応言語は、日本語のみとなります。
(5)SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。

＜Engagement Portalサイトに関するお問い合わせ＞
　TEL　0120-676-808　（通話料無料）
　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
　（土日祝日等を除く平日午前９時～午後５時及び開催当日の午前9時～株主総会終了）
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【本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策
についての方針の内容】
⑴ 通信障害対策が講じられた株主総会専用システムを利用し、株主総会当日の運用に際しては、通
信障害対応が可能な専門スタッフを複数配置します。
⑵ 通信障害により議事に著しい支障が生じた場合に備え、株主総会当日に、延会又は継続会の議長
一任決議について諮り、また株主様への周知方法を含む対応マニュアルを予め整備します。

【本総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを
使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の内
容】
インターネットを使用することに支障のある株主様におかれましては、書面により事前に議決権を行
使くださいますようお願いいたします。

【代理出席の取扱いについて】
⑴ 代理人によるバーチャル出席を希望される株主様は、法令及び定款等の定めに従い議決権を有す
る他の株主様１名に委任いただきますようお願いいたします。
⑵ ご希望の株主様は、株主総会に先立って当社指定の「代理の意思表示を記載した書面（いわゆる
委任状）」及び「委任者の議決権行使書」のご提出が必要になりますので、以下の提出先までご送付
ください。

＜代理人に関する書類の提出先＞
〒108-0072　東京都港区白金１丁目27番６号 白金高輪ステーションビル10階
株式会社Kaizen Platform
株主総会事務局宛
（ご提出期限）2024年3月27日（水曜日）午後６時00分　必着

※ご提出期限までに必要書類が当社に届かなかった場合には、代理人による出席は認められませんの
でご了承ください。
※ご提出いただいた書類に不備があった場合は、有効な委任としてお取り扱いできない場合がござい
ます。
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PC モバイル
Windows Macintosh iPad iPhone Android

OS Windows 10以降
MacOS X
10.13(High 
Sierra)以降

iPadOS 14.0
以降 iOS 14.0以降 Android 9.0以

降

ブラウザ
※各種最新

Google 
Chrome、
Microsoft
Edge(Chromium)

Safari、
Google 
Chrome

Safari Safari Google 
Chrome

＜配信環境等インターネット視聴に関する技術的なお問い合わせ＞
　TEL　03-6833-6905
　株式会社ブイキューブ
　（株主総会当日の午前９時～株主総会終了）

 【推奨環境】
本サイトの推奨環境は以下のとおりです。
　なお、Internet Explorerはご利用いただけませんので以下ブラウザをご利用ください。

※上記環境においても通信環境や端末により正常に動作しない場合がございます。
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インターネット等による議決権行使

当日のバーチャルオンリー株主総会にご出席される場合

パ ソ コ ン 又 は ス マ ー ト フ ォ ン 等 か ら 株 主 総 会 オ ン ラ イ ン サ イ ト 「EngagementPortal 」
（https://engagement-portal.tr.mufg.jp/）にアクセスし、当日ライブ視聴画面の案内に従って賛否をご入
力ください。

　日時　　：2024年３月28日（木）　午後１時00分開始

事前に書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

　行使期限：2024年３月27日（水）　午後６時00分到着分まで

事前にインターネットで議決権を行使される場合

パソコン又はスマートフォンで議決権行使書副票に記載のQRコードを読み取るか、議決権行使サイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）、にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パス
ワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
　行使期限：2024年３月27日（水）　午後６時00分入力完了分まで

議決権行使についてのご案内
議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効
として取扱わせていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
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インターネット等による議決権行使

議決権行使ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/
　

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部（ヘルプデスク）

フリーダイヤル 0120-173-027（９:00～21:00、通話料無料）

❶  議決権行使ウェブサイトにアクセス
してください。

❷   議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

「ログインID・仮パスワード」
を入力

「ログイン」をクリック

※�操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。
※ 午前２時30分から午前４時30分までは、議決権行使サイトの保守・点検のため接続いただくことができません。
※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合

があります。
※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主さまのご負担となります。

　

インターネットによる議決権行使について
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インターネット等による議決権行使

＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきま
すようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはい
ずれも不要です。

記
１．議決権行使サイトについて

（１）インターネットによる議決権行使は、パソコン又はスマートフォンから当社の指定する議決
権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）にアクセスしていただくことによってのみ実
施可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止しま
す。）

（２）インターネット接続にファイアーウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフト
を設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、proxyサーバーをご利
用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございま
す。

（３）インターネットによる議決権行使は、2024年３月27日（水曜日）の午後６時まで受け付け
いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへ
お問い合わせください。

２．インターネットによる議決権行使方法について
　（１）パソコンによる方法

・議決権行使サイト（ https://evote.tr.mufg.jp/ ）において、議決権行使書用紙に記載され
た「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご
入力ください。

・株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止
するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いす
ることになりますのでご了承ください。

・株主総会の招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたしま
す。
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インターネット等による議決権行使

　　（２）スマートフォンによる方法
　　　・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ること

で、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。
　　　　（「ログインID」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
　　　・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードで

のログインができない場合には、上記２．（１）パソコンによる方法にて議決権行使を行
ってください。

　　　※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。

３．議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様
のご負担となります。

以　上
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取締役選任議案

候補者番号 1
再 任

　
す

須
ど う

藤
 

　
け ん

憲
じ

司
生年月日
1980年4月19日
所有する当社の株式数
3,013,300株

　

略歴、当社における地位及び担当
    2003年    4 月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
    2011年    4 月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）　アドオプティマ

イゼーション推進室　推進室長
    2013年    3 月 KAIZEN platform Inc.設立
    2013年    7 月 KAIZEN platform Inc.　Co-founder&CEO就任
    2017年    4 月 当社　設立　取締役就任

Kaizen Platform USA, Inc. President就任（現任）
    2017年    6 月 当社　代表取締役就任
    2019年    1 月 当社　代表取締役兼執行役員就任
    2021年    3 月 当社　代表取締役執行役員CEO就任（現任）
重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由
須藤憲司氏は、創業以来当社の代表取締役として経営の指揮を執り、経営方針や事業戦略の
決定及びその遂行に重要な役割を果たしております。その実績を活かし当社の企業価値の向
上への寄与が期待出来ることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

　

候補者番号 2
再 任

　
た か

高
さ き

﨑
 

　
 

　
は じ め

一
生年月日
1978年７月１日
所有する当社の株式数
52,500株

　

略歴、当社における地位及び担当
    2002年    4 月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社
    2012年    1 月 ㈱マクロミル入社
    2012年    7 月 ㈱マクロミル　執行役員経営戦略室長就任
    2013年    10月 ㈱マクロミル　上席執行役員経営戦略室兼経理財務本部担当就任
    2019年    3 月 当社　入社
    2019年    6 月 当社　執行役員就任
    2021年    3 月 当社　取締役執行役員CFO就任（現任）

2022年    8 月 ㈱ディーゼロ　取締役就任（現任）
重要な兼職の状況

取締役候補者とした理由
高﨑一氏は、上場企業等におけるCFOとしての豊富な経験を有しており、当社入社以来資金
調達や株式上場に従事し、ファイナンス領域において重要な役割を果たしております。その
実績を活かし当社の企業価値向上への寄与が期待出来ることから、同氏を引き続き取締役候
補者としました。

㈱ディーゼロ 取締役

　

株主総会参考書類
第１号議案　取締役５名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役全員（５名）は、任期満了となります。つきましては、取
締役５名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 14 －



2024/02/29 10:35:21 / 23062199_株式会社Ｋａｉｚｅｎ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者番号 3
再 任 社 外 独立役員

　
す ぎ

杉
や ま

山
 

　
ま さ

全
の り

功
生年月日
1965年４月16日
所有する当社の株式数
2,000株
　

略歴、当社における地位及び担当
1989年９月 ㈱ダイヤル・キュー・ネットワーク　取締役就任
1991年６月 ㈱徳間インテリジェンスネットワーク　取締役就任
    2000年    6 月 ㈱インデックス入社
    2004年    3 月 ㈱ザッパラス　代表取締役社長就任

2009年    8 月 日活㈱　社外取締役就任（現任）
    2011年    6 月 ㈱Synphonie（現㈱enish）　代表取締役社長就任
    2014年    6 月 地盤ネットホールディングス㈱　社外取締役就任（現任）
    2018年    8 月 ㈱自律制御システム研究所（現㈱ACSL）　社外取締役就任（現任）
    2020年    8 月 当社　社外取締役就任（現任）
重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
杉山全功氏は、複数の上場企業における取締役としての豊富な経験を有しており、経
営全般についての助言・提言を期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者と
しました。

地盤ネットホールディングス㈱　社外取締役
㈱ACSL　社外取締役

　

候補者番号 4
再 任 社 外 独立役員

　
す ぎ

杉
た

田
 

　
ひ ろ

浩
あ き

章
生年月日
1961年２月14日
所有する当社の株式数
102,000株
　

略歴、当社における地位及び担当
1983年４月 ㈱日本交通公社（現㈱JTB）入社
1994年４月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ入社
2007年５月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ　マネージング・ディレク

ター＆シニア・パートナー就任
2016年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ　日本代表就任
2021年３月 ユニ・チャーム㈱　社外取締役監査等委員就任（現任）
2021年４月 早稲田大学大学院経営管理研究科　教授就任（現任）
2022年３月 当社　社外取締役就任（現任）
2023年１月 ㈱ボストン・コンサルティング・グループ　シニアアドバイザー就任

（現任）
重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
杉田浩章氏は、外資系コンサルティング会社の日本代表を務めるなど、デジタライゼ
ーションや新規事業開発、コーポレートガバナンスに関わる豊富な支援経験を有して
おります。その実績を活かし当社の企業価値向上への寄与が期待できることから、同
氏を引き続き取締役候補者としました。

ユニ・チャーム㈱　社外取締役監査等委員
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取締役選任議案

候補者番号 5
再 任 社 外 独立役員

　
す ぎ

杉
の

之
は ら

原 
あ き

明
こ

子
生年月日
1986年11月20日
所有する当社の株式数
2,000株
　

略歴、当社における地位及び担当
2010年 ４月 ㈱ガイアックス入社
    2014年10月 アディッシュ㈱　取締役管理本部長就任

2020年 ３月 アディッシュ㈱　取締役組織戦略室管掌就任
2021年 １月 アディッシュ㈱　取締役就任（現任）
2021年 ４月 特定非営利活動法人みんなのコード　COO就任（現任）
2021年 ５月 スローガン㈱　社外取締役就任（現任）
2022年 ３月 当社　社外取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
杉之原明子氏は、ベンチャー企業における事業経験とマネジメント経験を有するとと
もに、また、組織戦略におけるジェンダーギャップの解消やダイバーシティの推進に
積極的に取り組んでおり、その実績を活かし当社の企業価値向上への寄与が期待でき
ることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。

アディッシュ㈱　取締役
スローガン㈱　社外取締役

　

（注）１. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
２. 杉山全功氏は社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任期間は本株主総会終結の時をもっ

て、３年７ヶ月であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同
氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。

３. 杉田浩章氏及び杉之原明子氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役としての在任期間は本総会終
結の時をもって、２年であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出てお
り、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏を引続き独立役員とする予定です。

４. 当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第28条第２項において、社外取
締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めておりま
す。これにより、杉山全功氏、杉田浩章氏及び杉之原明子氏は、当社との間で法令に定める額を限度
として賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、各氏の再任が承認された場合、当社は当該
契約を継続する予定です。

５. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる株主代表訴訟敗訴時の損害を当該保険契約により補填することとして
おります。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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監査役選任議案

候補者番号 １
再 任 社 外 独立役員

　
お だ

小田
 

　
か お る

香織
生年月日
1972年5月13日
所有する当社の株式数
―　株　

略歴、当社における地位
2001年    10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
2012年    3 月 ㈱オルトプラス　監査役就任
2015年    10月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ）

監査役就任
2018年    7 月 当社　常勤社外監査役就任（現任）
2019年    1 月 ㈱グッドコムアセット　常勤監査役就任
2022年    1 月 ㈱グッドコムアセット　社外取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

社外監査役候補者とした理由
小田香織氏は、公認会計士として監査法人において監査業務経験を有しており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有していることから、当社における適切な内部統
制構築における助言・提言を期待出来ることから、同氏を引き続き社外監査役候補者
としました。

㈱グッドコムアセット　社外取締役

　

候補者番号 ２
再 任 社 外 独立役員

　
は や し

林　
え

依
り こ

利子
生年月日
1976年8月14日
所有する当社の株式数
―　株　

略歴、当社における地位
2001年    10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所
2010年    1 月 弁護士法人大江橋法律事務所　パートナー就任
2019年    3 月 当社　社外監査役就任（現任）
2019年11月 依利法律事務所　所長就任（現任）
2019年    12月 ㈱チェンジ（現㈱チェンジホールディングス）　取締役就任
2021年    8 月 ERIO(同)　代表社員就任（現任）
2022年    6 月 ロート製薬㈱　社外取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

社外監査役候補者とした理由
林依利子氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富
な知識・経験を有していることから、客観的かつ中立の立場での助言・提言を期待出来るこ
とから、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

依利法律事務所　所長
ERIO(同)　代表社員
ロート製薬㈱　社外取締役

　

第２号議案 　監査役３名選任の件
本定時株主総会終結の時をもって監査役全員（3名）は、任期満了となります。つきましては、
監査役３名の選任をお願いするものであります。監査役候補者は、次のとおりであります。なお、
本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
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監査役選任議案

候補者番号 3
新 任 社 外 独立役員

　
い ま

今
い

井
 

　
と も

智
か ず

一
生年月日
1977年12月8日
所有する当社の株式数
―　株　

略歴、当社における地位
2010年    12月 栗林総合法律事務所入所
2013年２月 清水直法律事務所入所
2013年２月 ㈱ウィルシャー・コーポレーション　取締役就任（現任）
2016年    7 月 ㈱エル・エム・ジー（現㈱ラバブルマーケティンググループ）　社外

監査役就任（現任）
2017年    7 月 ㈱フィネスコンサルティング　代表取締役就任（現任）
2018年    3 月 今井関口法律事務所開設　代表弁護士（現任）
2020年    1 月 ロードスターキャピタル㈱　コンプライアンス委員会外部委員就任
2021年    7 月 ㈱働楽ホールディングス　社外監査役就任（現任）

重要な兼職の状況

社外監査役候補者とした理由
今井智一氏は、弁護士として弁護士事務所での実務経験を有しており、法務面について豊富
な知識・経験を有するとともに、複数の上場企業における監査役としての豊富な経験を有し
ております。その実績を活かし当社の適切な内部統制構築における助言・提言が期待できる
ことから、同氏を社外監査役候補者としました。

㈱ラバブルマーケティンググループ　社外監査役
㈱フィネスコンサルティング　代表取締役
今井関口法律事務所　代表弁護士
㈱働楽ホールディングス　社外監査役

　（注）１. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 小田香織氏は社外監査役候補者であり、社外監査役としての在任期間は本株主総会終結の時をもっ

て、5年８ヶ月であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同
氏の再任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。

3. 林依利子氏は社外監査役候補者であり、社外監査役としての在任期間は本株主総会終結の時をもっ
て、5年であります。なお、当社は同氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏の再
任が承認された場合、当社は同氏を引続き独立役員とする予定です。

4. 今井智一氏は、新任の社外監査役候補者であります。また、当社は、本議案の承認可決を条件とし
て、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

5. 当社は社外監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第38条第２項において、社外監
査役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めておりま
す。これにより、小田香織氏及び林依利子氏は、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任
を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する
予定です。また、当社は、本議案の承認可決を条件として、今井智一氏と当社との間で法令に定める
額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる株主代表訴訟敗訴時の損害を当該保険契約により補填することとして
おります。各候補者の選任が承認された場合、各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められるこ
ととなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以　上
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当事業年度の事業の状況

( 2023年１月１日から
2023年12月31日まで )
事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度における我が国経済は、一部に足踏みもみられつつも緩やかな回復基調が持
続しております。一方で、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の先行き懸念など、海外
景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、さらに、物価上昇、中東地域
をめぐる情勢、金融資本市場の変動等の影響に十分な注意が必要な状況が続いております。
　当社グループの事業は必ずしも対面によることが必要とされるものではなく、オンラインに
よる非対面でのコミュニケーションによってもクライアントへのサービスの提供が成立するこ
とから、新型コロナウィルス感染症対策に基づく行動制限やその解消に伴う事業への直接的な
影響は限定的でありました。また、行動制限が解消される中で、当社グループシナジーの追求
や商品ラインナップの強化、クライアントポートフォリオの見直し、提供ソリューションの拡
充とともに、2022年10月に子会社化した㈱ハイウェルのSES事業(システムエンジニアリング
サービス)の売上が寄与し、当社グループ全体の連結売上高は成長基調を維持しております。
　インターネット広告の市場規模は２兆7,052億円となり、「新聞広告費」「雑誌広告費」
「ラジオ広告費」「テレビメディア広告費」を合計した「マスコミ四媒体広告費」の２兆
4,538億円をインターネット広告費が初めて上回り（注１）、日本国内のDX市場は新型コロ
ナウイルス感染症流行後も拡大を続け、2030年には６兆5,195億円の規模にまで成長すると
予測されております（注２）。このように、事業変革をもたらすマーケティング領域でのDX
化がさらに進んでいく中、当社グループが提供する、デジタル上の顧客体験を改善して事業成
長を支援する「攻めのDX」のニーズもますます高まると想定され、当社グループの事業機会
はさらに拡大していくものと考えています。
　このような経営環境の中、当社グループはグロースセグメント及びトランスフォーメーショ
ンセグメントの既存 顧客の契約継続及び新規顧客の獲得に注力するとともに、新サービスの
投入、プロダクトの開発・改善、顧客数増加に向けたマーケティングなどの先行投資を行って
まいりました。
　以上の結果、当連結会計年度における売上高は4,343,141千円（前連結会計年度比62.8%
増）、営業損失25,661千円（前連結会計年度は102,839千円の営業損失）、経常利益
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当事業年度の事業の状況

11,603千円（前連結会計年度は127,314千円の経常損失）、親会社株主に帰属する当期純損
失21,696千円（前連結会計年度は285,792千円の親会社株主に帰属する当期純損失）となり
ました。

　出典
（注１）㈱電通「2022年 日本の広告費」
（注２）㈱富士キメラ総研「2023 デジタルトランスフォーメーション市場の将来展望」

　セグメント別の状況は次のとおりであります。
なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前連結会計年度比
較については、前連結会計年度の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較分析
しております。
　グロースセグメントは、新たな生活様式及び勤務形態の浸透によりリモートワークの導入な
ど企業のデジタル活用が進む中、これまでのWebサイト改善や動画制作だけではなく、子会
社である㈱ディーゼロによるWebサイト制作やCRMの改善など顧客の課題に合わせたトータ
ル提案に注力した結果、大手顧客を中心に受注を獲得し、顧客単価が向上しましたが、動画制
作を中心とした集客領域においてクライアントポートフォリオの見直し等戦略の再構築に想定
を上回る時間を要し、業績に影響を及ぼす結果となりました。
　この結果、売上高は2,382,521千円（前連結会計年度比1.2%減）、セグメント損失は
111,316千円（前連結会計年度は223,447千円の損失）となりました。
　トランスフォーメーションセグメントは、DXに関するコンサルティングやワークショップ
及び2022年10月に子会社化した㈱ハイウェルの行う事業により売上が構成されております。
なお、㈱ハイウェルが当連結会計年度より業績が連結されたことにより、売上高は大幅に伸長
しております。
　この結果、売上高は1,960,620千円（前連結会計年度比662.2%増）、セグメント利益は
85,654千円（前連結会計年度比29.0%減）となりました。
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当事業年度の事業の状況

事 業 区 分

第 ６ 期
（2022年12月期）
（前連結会計年度）

第 ７ 期
（2023年12月期）
（当連結会計年度）

前連結会計年度比

金 額 構 成 比 金 額 構 成 比 金 額 増 減 率

グ ロ ー ス セ グ メ ン ト 2,410,549千円 90.4％ 2,382,521千円 54.9％ △28,028千円 △1.2％
トランスフォーメーション
セ グ メ ン ト 257,248 9.6 1,960,620 45.1 1,703,372 662.2

合 計 2,667,797 100.0 4,343,141 100.0 1,675,343 62.8

事業別売上高

（注）１．第６期計算書類においてはセグメント間の内部売上又は振替高考慮後の売上高を記載して
おりました。上記売上高は考慮前の売上高を記載しております。

２．当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、前年同期比較については、
前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で記載しております。従来
「UX／DXソリューション」のうちWebサイト制作・改善、CRM改善及び「動画ソリュ
ーション」を「グロースセグメント」に変更し、「UX／DXソリューション」のうちDX
に関するコンサルティングやワークショップ及び㈱ハイウェルの事業を「トランスフォー
メーションセグメント」としております。

②　設備投資の状況
イ．当連結会計年度中に完成した主要設備

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は91,883千円であります。
その主な内容は、弊社がお客様に提供しているソフトウェアプラットフォームへの設備投
資となります。

ロ．当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充
該当事項はございません。

ハ．当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失
該当事項はございません。

③　資金調達の状況
　運転資金の効率的な調達を行うため金融機関とのコミットメントライン契約500,000千円
を締結しております。当連結会計年度末の実行残高はありません。

④　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
イ．2023年６月30日付で株式会社ディーゼロの株式を追加取得し、議決権比率を100％とい

たしました。
ロ．持分法を適用した非連結子会社であった株式会社DX Catalystは、株式の全部を譲渡した

ことにより、持分法適用の範囲から除外しております。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

Kaizen Platform USA, Inc. 500千米ドル 100.0％ 米国におけるグロースソリューションの
展開

株 式 会 社 デ ィ ー ゼ ロ 45,000千円 100.0% Webサイトの企画・制作

株 式 会 社 ハ イ ウ ェ ル 10,000千円 70.0% HR事業・プロモーション事業

⑶　重要な子会社の状況

（注）2023年６月30日付で株式会社ディーゼロの株式を追加取得し、議決権比率を100％といたし
ました。

⑷　対処すべき課題
　当社グループでは、以下の事項を主要な課題と捉えております。

①　クライアントあたりの取引単価向上
　当社グループが今後も持続的な成長を実現していくためには、クライアントあたりの取引
単価向上が戦略的に重要だと考えております。引き続き高い成長が見込まれるマーケティン
グのDX化の領域において、多様な業種の大手クライアントに対し、コンサルティング力を最
大限に活かしつつ、デジタル上の顧客体験の改善に向けて一層充実したサービスを幅広く提
供していくことにより、国内におけるDXニーズを的確に捉えてクライアントとの関係強化を
図り、クロスセルをさらに積極的に推進することで、クライアントあたりの取引単価向上を
目指してまいります。

②　グロースハッカーネットワークの健全な拡大
　当社グループのソリューションはプラットフォーム上のグロースハッカーネットワークを
活用して提供されており、グロースハッカーネットワークの健全な拡大により、当社グルー
プの競争力をより高めていくことができると考えております。そのため、教育機関との連携
によるグロースハッカーの育成、グロースハッカーが互いのノウハウや知識を 共有すること
ができるコミュニティの運営及びトップレベルのグロースハッカーを表彰する「Growth 
Hacker Awards」の開催等を通じて、グロースハッカーネットワークの健全な拡大を目指
してまいります。
（注）グロースハッカー…Webサイトの効果や収益を高め、企業やサービスを成長させる施

策を行う人材の総称。
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重要な親会社及び子会社の状況、対処すべき課題

③　システムの安定性強化
　当社グループは、インターネットを介したサービスを展開していることから、サービス提
供に係るシステム稼働の安定性を確保することが経営上重要な課題であると認識しておりま
す。そのため、突発的なアクセス増加にも耐えられるようなサーバー設備の強化や、そのた
めの人員確保、教育・研修などを継続的に行ってまいります。

④　情報管理体制の強化
　当社グループは、グロースハッカーの個人情報を保有しており、その情報管理を強化して
いくことが重要であると考えております。現在、個人情報保護方針及び社内規程に基づき管
理を徹底しておりますが、今後も社内教育・研修の実施やシステムの整備等を継続して行っ
てまいります。

⑤　組織体制の強化と内部統制及びコンプライアンス体制の強化
　当社グループは、今後更なる事業拡大を推進するにあたって、従業員のモチベーションを
引き出す目標管理制度や福利厚生等の人事制度構築に努めながら、業務遂行能力、当社グル
ープの企業文化及び経営方針への共感を兼ね備え、様々な分野で活躍できる優秀な人材の採
用に取り組んでおります。組織設計においては少人数単位でのチーム制を採用すると同時
に、チーム毎の自律性を促すよう権限の委譲を推し進めることで意思決定の質とスピードを
維持するなど、従業員のパフォーマンスを最大化させる取り組みを継続していく方針であり
ます。
　当社グループは、持続的企業価値向上と透明性の高い健全な経営を実現することを経営の
最重要課題の一つとして位置づけ、内部統制及びコンプライアンスの強化に取り組んでおり
ます。関係法令・規則の遵守、役職員一人ひとりの高い倫理観の醸成、社会的良識を持った
責任ある行動を目指し、社内教育を行ってまいります。また、代表取締役を委員長とする
「コンプライアンス委員会」を設置して、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その
結果を取締役会に報告する体制を取っており、これを適切に運用することによりコンプライ
アンスの徹底と社会的信用の向上を図っていく方針であります。
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会社役員の状況、貸借対照表

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代表取締役兼執行役員 須 藤  憲 司 全社

取 締 役 兼 執 行 役 員 高 﨑  一 経営企画室・経営管理部・経理財務部・グループ統括室
(株)ディーゼロ 取締役

取 締 役 杉 山  全 功 地盤ネットホールディングス㈱ 取締役
(株)ACSL 取締役

取 締 役 杉 田 浩 章 ユニ・チャーム(株) 取締役監査等委員

取 締 役 杉 之 原 明 子 アディッシュ(株)取締役
スローガン(株)取締役

常 勤 監 査 役 小 田  香 織 (株)グッドコムアセット 取締役
(株)ラバブルマーケティンググループ 監査役

監 査 役 五 宝  滋 夫 (株)一家ホールディングス 取締役監査等委員

監 査 役 林  依 利 子
依利法律事務所 所長
ERIO(同)代表社員
ロート製薬(株)取締役

⑶　会社役員の状況
①　取締役及び監査役の状況（2023年12月31日現在）

（注）１. 取締役杉山 全功氏及び杉田 浩章氏並びに杉之原 明子氏は、社外取締役であります。
２. 監査役小田 香織氏及び五宝 滋夫氏並びに林 依利子氏は、社外監査役であります。
３. 常勤監査役小田 香織氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見

を有しております。
４. 当社は、社外取締役杉山 全功氏及び杉田 浩章氏並びに杉之原 明子氏、社外監査役小田 香織氏及び

五宝 滋夫氏並びに林 依利子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に
届け出ております。
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会社役員の状況、貸借対照表

③　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で
締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して損
害賠償請求がなされたことにより、被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用を填
補することとしております。ただし、犯罪行為や法令違反の行為であることを認識して行った
行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由を設けることにより、被保険者
の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。被保険者は当社及び当社
の子会社の全ての取締役及び監査役であり、保険料は全額会社が負担しております。

④　取締役及び監査役の報酬等
イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　当社は、2021年２月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に
係る決定方針を決議し、2022年２月24日開催の取締役会において当該決定方針を改定し
ております。当該各取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委
員会に諮問し、答申を受けております。また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等
について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が2021年２月18日開催
の取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重さ
れていることを確認しており、当該決定方針に従うものであると判断しております。
　上記改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a．基本方針の概要
　当社は下記方針に基づき、取締役の個人別の報酬を決定いたします。

・上場企業として、経営ビジョンに基づく企業価値最大化を実現する報酬制度とする。
・有能な人材の確保や動機付けを可能とする競争力ある報酬水準と内容とする。
・企業フェーズや事業環境の高ボラティリティ・高リスクを踏まえ、柔軟性のある制度と

する。
・透明性が高く、過度な運用負荷のない簡易で明瞭な制度とする。

　当社は固定報酬に加え、当社の中長期的な企業価値の持続的な向上を図るインセンティ
ブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式を付与いたします。非金銭報酬等が
報酬全体に占める割合は、固定報酬の30％の範囲内で設定いたします。
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会社役員の状況、貸借対照表

b．取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項
　取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、取締役会において任意の報酬委員会
に委任する旨を決議しております。
　報酬委員会は権限の適切な行使のため、社外取締役を過半数とし、社外取締役を議長と
し、毎期３月の取締役会にて委員を選任しております。

c．取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する事項
　固定報酬は、代表取締役を基準として役位別の係数を設定し、個人別の実績・成果を勘
案して決定し、月毎に固定額を支払うものとしております。
　譲渡制限付株式は、付与数は役位及び職責に応じて、付与時の当社株価、株式市場への
影響、当社の財務状況等を勘案して決定いたします。
　取締役の個別の報酬の決定は報酬委員会に委任しており、毎年３月もしくは４月に決定
いたします。

d．取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
　取締役の金銭報酬の額は、2020年３月27日開催の定時株主総会において、年額１億円
以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議されております。当該定時株主総会終
結時点の取締役の員数は６名（うち、社外取締役は３名）です。また、当該金銭報酬とは
別枠で、2022年３月29日開催の第５回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬につ
いて年額30,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の
員数は５名（うち、社外取締役は３名）です。
　監査役の金銭報酬の額は、2020年３月27日開催の定時株主総会において、年額2,500
万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は３名（う
ち、社外監査役は３名）です。
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会社役員の状況、貸借対照表

ロ．個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部の委任に関する事項
a．委任を受ける者の氏名又は当社における地位若しくは担当
　当社は、任意の報酬委員会を設置しており、個人別の報酬等の内容については、「報酬
委員会規程」に定めるところにより取締役会の決議によって取締役の中から選定された委
員で構成する報酬委員会に委任するものとします。
　当該委員を構成する者
　・取締役　　　須藤　憲司
　・社外取締役　杉山　全功
　・社外取締役　杉田　浩章

b．委任する権限の内容
　取締役会は、「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」で定められる範囲、かつ法令
及び定款上可能な範囲において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を報酬委員会
に委任するものとします。

c．委任する権限が適切に行使されるための措置の内容
　取締役の報酬等に関する透明性を高めるため、取締役会の決議によって選定された３名
以上の取締役で構成し、委員の過半数を社外取締役が占める報酬委員会を設置します。報
酬委員会は、議決に加わることができる委員の過半数が出席して審議し、その過半数をも
って決議することとし、報酬委員会の委員長は、取締役会の決議によって社外取締役から
定めるものとします。また、報酬委員会規程に基づき、特別の利害関係を有する委員は議
決に加わることができないこととし、取締役会が委任した権限が適切に行使されるように
しております。
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会社役員の状況、貸借対照表

区 分 員 数 報 酬 等 の
総 額 基本報酬

非金銭報酬

譲渡制限付株式

取 締 役
（うち社外取締役）

５名
（３）

67,144千円
（15,555）

60,599千円
（14,400）

6,545千円
（1,155）

監 査 役
（うち社外監査役）

３
（３）

13,800
（13,800）

13,800
（13,800）

－
（－）

合 計
（うち社外役員）

８
（６）

80,944
（29,355）

74,399
（28,200）

6,545
（1,155）

ハ．当事業年度に係る報酬等の総額

（注）１. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
２. 取締役の報酬限度額は、2020年３月27日開催の定時株主総会において、年額１億円以内（ただし、

使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また、金銭報酬とは別枠で、2022年3月
29日開催の第５回定時株主総会において、株式報酬の額として年額30,000千円以内、株式数の上限
を年35,000株以内と決議しております。

３. 監査役の報酬限度額は、2020年３月27日開催の定時株主総会において、年額2,500万円以内と決議
いただいております。

ニ．非金銭報酬の内容
　非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「イ．役員報酬等の内容の決
定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「電子提供措
置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項　２．⑴⑤当事業年度中に職務
執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況」に記載しております。
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会社役員の状況、貸借対照表

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　  産　  の　  部）

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金 及 び 契 約 資 産
前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

工 具 、 器 具 及 び 備 品
無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金　

2,498,012
1,995,047

358,774
39,827

105,782
△1,418

1,503,148
4,379
4,379

226,632
212,500
14,132

1,272,136
51,506

1,141,261
7,545

45,586
26,237　

（負　  債　  の　  部）
流 動 負 債 561,908

買 掛 金 106,830
１年内返済予定の長期借入金 254,080
未 払 金 25,131
関 係 会 社 未 払 金 83,727
未 払 費 用 42,042
未 払 法 人 税 等 13,546
未 払 消 費 税 等 6,947
前 受 金 20,300
預 り 金 9,302

固 定 負 債 1,232,982
長 期 借 入 金 183,440
関 係 会 社 長 期 借 入 金 1,049,542

負 債 合 計 1,794,890
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 2,206,271
資 本 金 1,766,983
資 本 剰 余 金 1,766,983

資 本 準 備 金 1,766,983
利 益 剰 余 金 △1,327,646

その他利益剰余金 △1,327,646
繰 越 利 益 剰 余 金 △1,327,646

自 己 株 式 △48
純 資 産 合 計 2,206,271

資 産 合 計 4,001,161 負 債 純 資 産 合 計 4,001,161

貸　借　対　照　表
（2023年12月31日現在）

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書

( 2023年１月１日から
2023年12月31日まで )

科 目 金 額
売 上 高 2,012,932
売 上 原 価 1,192,787
売 上 総 利 益 820,144
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 844,974
営 業 損 失 24,830
営 業 外 収 益

受 取 利 息 30,483
業 務 受 託 料 10,357
そ の 他 594 41,435

営 業 外 費 用
支 払 利 息 32,837
為 替 差 損 588
投 資 事 業 組 合 運 用 損 8,802
支 払 手 数 料 7,754
そ の 他 188 50,171

経 常 損 失 33,566
特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 185
新 株 予 約 権 戻 入 益 390 576

特 別 損 失
関 係 会 社 株 式 売 却 損 499 499

税 引 前 当 期 純 損 失 33,489
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,290
法 人 税 等 調 整 額 △9,970 △7,680
当 期 純 損 失 25,808

損　益　計　算　書

（単位：千円）

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別会計監査報告

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 原 山 精 一
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 池 田 洋 平

独立監査人の監査報告書
2024年２月27日

株式会社Kaizen Platform
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社Kaizen Platformの２０２３年
１月１日から２０２３年１２月３１日までの第７期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算
書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について
監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているも
のと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査
法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのそ
の他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し
開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運
用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人は
その他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類に係る会計監査報告
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個別会計監査報告

　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その
他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討
すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を
払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その
事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作
成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し
適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切で
あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に
関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に
対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集
計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判
断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業
的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応し

た監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人
は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統
制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積り
の合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査
証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が
認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告
書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記
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事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人
の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継
続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠
しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書
類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項に
ついて報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するため
の対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用してい
る場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年１月１日から2023年12月31日までの第７期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果に

ついて報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を
受け、必要に応じて説明を求めました。

⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に
従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環
境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況につ

いて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産
の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及
び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保する
ために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備
に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シス
テム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報
告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証
するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて
説明を求めました。また会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保する
ための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基
準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を
求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内
部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務執行についても、指摘す
べき事項は認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人　EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

常 勤 監 査 役
（社外監査役） 小 田 香 織 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 五 宝 滋 夫 ㊞
監 査 役
（社外監査役） 林　　　依利子 ㊞

2024年２月27日
株式会社Kaizen Platform　監査役会

　
以　上
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裏表紙

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


